
　　　　

（回答）

1．水平探査が施工不可箇所については変更協議の対象とします。 ああああああ
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
2．通常探査不能箇所については、必要に応じて変更協議の対象とします。
なお、工期および予算を考慮した上で今回業務で調査しない可能性もあります。


